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確定給付企業年金の 2022年度財政決算結果について 

 

1. はじめに 

弊社に総幹事業務を委託いただいている確定給付企業年金制度の 2022 年度財政決算結果（資産運用利

回りおよび積立比率等の分布状況など）について、過去の推移を交えながら解説いたします。なお、基金

型については 2023 年 3月末決算（全 66 件）を、規約型については 2022 年 9月末決算、2022 年 12月末

決算、2023年 3月末決算および 2023年 6月末決算（全 941件）を対象に集計しております。 

 

2. 資産運用利回りおよび予定利率について 

資産運用利回り（運用報酬控除後の時価ベース利回り）の平均値の昨年度との比較は、＜図表１＞の通

りです。 

基金型は昨年度から低下し、規約型は決算期毎に見ると、2023年 3月末決算までは世界的なインフレお

よびそれに伴う各国の政策金利引き上げなどによる運用環境悪化の影響を受け、昨年度から低下しました

が、2023年 6月末決算は 2023年 4月以降の国内外の株価上昇などにより昨年度から上昇しました。 

 

＜図表１＞資産運用利回りの平均値の昨年度との比較 

 

  

基金型

2023年
3月末

計
2022年
9月末

2022年
12月末

2023年
3月末

2023年
6月末

昨年度 1.86 ％ 4.52 ％ 9.70 ％ 7.40 ％ 1.49 ％ △ 2.82 ％

当年度 △ 0.84 ％ △ 2.56 ％ △ 5.06 ％ △ 7.40 ％ △ 1.75 ％ 5.09 ％

変化

規約型

 

 

 

資産運用利回りおよび掛金率の算定に用いる予定利率の分布状況は、＜図表２－①＞、＜図表２－②＞

および＜図表２－③＞の通りです。 

予定利率は年 2.0％～2.5％を中心として分布しており、今年度の資産運用利回りは 2023 年 6 月末決算

ではおよそ半分の制度が予定利率を上回っていたものの、その他の決算期では基金型、規約型ともに大半

の制度が予定利率を下回っていました。 
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＜図表２－①＞基金型における資産運用利回りおよび予定利率の分布状況（2023年 3月末決算） 
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＜図表２－②＞規約型における資産運用利回りおよび予定利率の分布状況 

（2022年 9月末決算、2022年 12月末決算） 
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＜図表２－③＞規約型における資産運用利回りおよび予定利率の分布状況 

（2023年 3月末決算、2023年 6月末決算） 
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過去 10 年間の資産運用利回りおよび予定利率の平均値の推移は、＜図表３－①＞および＜図表３－②

＞の通りです（規約型は 3月末決算のみを対象に集計）。 

資産運用利回りについては、長期的な運用目標に応じたリスクをとった運用をする制度が一般的である

ことから年度毎に大きな変動が見られます。ただし、過去 10 年間の利回りを 1 年あたりに換算すると基

金型で 3.44％、規約型で 3.50％となっており、長期的に見て一定程度の収益が得られていると考えられま

す。 

一方で、予定利率は、財政運営の安定志向を反映して、ここ 10年間は一貫して低下傾向にあります。 

運用利回りと予定利率との比較をすると、過去 10 年間では運用利回りの方が上回っており、多くの制

度で利差益が発生しています。 

 

＜図表３－①＞基金型における過去 10年間の資産運用利回りおよび予定利率の平均値の推移 

（3月末決算） 

8.22

10.69

△ 0.85

2.77
3.95

1.03

△ 1.84

10.33

1.86

△ 0.84

2.56 2.46 2.40 

2.26 2.19 

2.11 2.11 2.08 2.07 2.04 

-10

-5

0

5

10

15

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

（%）

資産運用利回り

予定利率

 

 

＜図表３－②＞規約型における過去 10年間の資産運用利回りおよび予定利率の平均値の推移 

（3月末決算） 

9.59

11.41

△ 1.44

2.92
4.45

1.20

△ 3.07

11.43

1.49

△ 1.75

2.47 2.44 2.39 

2.34 2.29 

2.27 2.22 2.19 2.20 2.16 

-10

-5

0

5

10

15

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

（%）

資産運用利回り

予定利率

 

 

（注）3 月末決算のみを対象に集計。
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３．継続基準の積立比率について 

継続基準の積立比率（＝純資産額÷責任準備金）の分布状況は、＜図表４－①＞および＜図表４－②＞

の通りです。2017年 1月に導入された財政運営基準により積立剰余に相当する額が責任準備金に含まれる

ように変更されていますので、ご参考として旧基準の責任準備金（数理債務－特別掛金収入現価－特例掛

金収入現価）による比率も載せています。 

継続基準の財政検証は、年金制度が今後も継続していく前提で将来の給付を賄うために必要な額（責任

準備金）に対して積立金を十分保有しているかどうか検証するものであり、当該比率が 1.00以上であるこ

とが求められます。ただし、1.00を下回っていても、財政再計算の要否の基準（＝（数理上資産額＋許容

繰越不足金）÷責任準備金）が 1.00以上であれば、財政再計算の実施を留保することができます。 

積立比率の平均値は基金型で 1.18（昨年度：1.18）、規約型で 1.21（昨年度：1.24）となり、基金型は

昨年度と同水準となり、規約型は昨年度から低下しました。旧基準の責任準備金による比率の平均値は基

金型で 1.23（昨年度：1.27）、規約型で 1.25（昨年度：1.32）となり、基金型、規約型ともに昨年度から

低下しました。 

また、「継続基準の積立比率」が基準値を下回る制度は基金型で 4 件、規約型で 128 件ありましたが、

一方で、「財政再計算の要否の基準」において基準値を下回る制度は基金型で 0 件、規約型で 5 件と、大

半の制度において財政再計算の実施を留保することができる結果となりました。 

 

＜図表４－①＞基金型における継続基準の積立比率の分布状況（2023年 3月末決算） 
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＜図表４－②＞規約型における継続基準の積立比率の分布状況 

       （2022年 9月末決算、2022年 12月末決算、2023年 3月末決算、2023年 6月末決算） 
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４．非継続基準の積立比率について 

非継続基準の積立比率（＝純資産額÷最低積立基準額）の分布状況は、＜図表５－①＞および＜図表５

－②＞の通りです。 

非継続基準の財政検証は、年金制度を終了した場合に既に発生しているとみなされる債務（最低積立基

準額）に対し積立金を十分保有しているか検証するものであり、当該比率が 1.00以上であることが求めら

れます。 

積立比率の分布状況は、基金型においては全体の約 94％（昨年度：約 92％）が、規約型においては全

体の約 92％（昨年度：約 93％）が基準値を上回っております。 

また積立比率の平均値は、基金型で 1.23（昨年度：1.27）、規約型で 1.59（昨年度：1.65）でした。 

2022 年度は、2023 年 6 月末決算では運用が好調であったものの、その他の決算期では運用が低調であ

ったため、基金型、規約型ともに積立比率は昨年度から低下しました。 

 

＜図表５－①＞基金型における非継続基準の積立比率の分布状況（2023年 3月末決算） 
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＜図表５－②＞規約型における非継続基準の積立比率の分布状況 

       （2022年 9月末決算、2022年 12月末決算、2023年 3月末決算、2023年 6月末決算） 
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５．積立超過の財政検証について 

積立超過の財政検証の状況は、＜図表６＞の通りです。 

積立超過の財政検証では、数理上資産額が積立上限額を超過していないかどうかを検証します。積立上

限額を超過した場合は、遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の最初に拠出する分から、掛金を一部また

は全部停止しなければなりません。 

積立上限額は、「積立上限額算出のための数理債務」と最低積立基準額のいずれか大きい額を 1.5倍した

額ですが、「積立上限額算出のための数理債務」は、より保守的な見込みで計算するため、「財政検証にお

ける数理債務」以上となります。実際に「積立上限額算出のための数理債務」を算出した先のこれらの数

理債務の比率（＝「積立上限額算出のための数理債務」÷「財政検証における数理債務」）の平均値は、

基金型で 1.77、規約型で 1.59 でした。なお、数理上資産額が「財政検証における数理債務」と最低積立

基準額のいずれか大きい額を 1.5 倍した額を上回らない場合は、数理上資産額が積立上限額以下となるこ

とが確実となるため、積立上限額の計算は不要とされています。 

積立上限額を計算した制度の割合は基金型で約 6％（昨年度：約 6％）、規約型で約 13％（昨年度：約

15％）であり、積立上限額を超過した制度の割合は基金型で 0％（昨年度：0％）、規約型で約 1％（昨年

度：約 1％）でした。 

 

＜図表６＞積立超過の財政検証の状況 
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６．まとめ 

2022年に入って以降、世界的なインフレ及びそれに伴う各国の政策金利の引き上げなどにより運用環境

が悪化しました。2023 年 4 月以降は、国内外の株価上昇などにより運用環境が改善しましたが、2022 年

度財政決算全体で見ると利差損の発生した制度が多かったといえます。そのため、継続基準の積立比率は

昨年度から低下し、基準値を下回る制度が昨年度から増加しました。ただし、基準値を下回った制度につ

いても、大半は積立不足が許容繰越不足金の範囲内に収まり、財政再計算の実施を留保することができま

した。 

非継続基準の積立比率についても、継続基準の積立比率と同様に昨年度から低下しました。しかし、足

元の国債の利回りは上昇しているため、今後、最低積立基準額の算出に使用する予定利率は上昇していく

ことが予想されます。そのため、最低積立基準額が減少し、非継続基準の積立比率は上昇していくことが

見込まれます。 

なお、今年度は運用環境の悪化などにより財政状況が悪化しましたが、それでも引き続き継続基準、非

継続基準とも一定の余裕を持って基準を上回っている制度が多く、概ね安定した財政運営が行われている

ことが見受けられました。しかし、最近の物価上昇により、制度による給付の実質的な価値が目減りして

きていると考えられます。これまで積み上げた剰余金には不足金発生時のバッファーの役割があると考え

られますが、今後はバッファーの確保に加えて給付改善のための原資とすることも考えられます。 

 

（信託年金営業部 コンサルティング室 数理グループ  松浦 光利） 
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    りそなコラム 

 

他制度掛金相当額について 
～他制度掛金相当額が変動する時とその際の留意点～ 

 

今回のコラムのテーマは、「他制度掛金相当額の変動」に関する、とある信託銀行の新人担当者「Ａさん」

と、その上司「Ｂ課長」との会話です。 

 

Ａ さ ん：前回（2023年１０月号）は、他制度掛金相当額と企業型確定拠出年金の拠出限度額の経過措

置について詳しくご教示いただきありがとうございました。お客さまからも他制度掛金相当額

に関するご質問をいただくことが増えているなと感じていますが、先日、次のようなお問い合

わせをいただきました。 

『他制度掛金相当額は一度定めれば、その後に給付水準の変更等を行わない限りは、変動する

ことはないのか？』 

Ｂ 課 長：なるほど、多くのお客さまがもたれる疑問だね。Aさんはどのように回答しようと考えている

のかな？ 

Ａ さ ん：はい、確定給付企業年金（以下、本文中「DB」）制度においては少なくとも５年に１度、財政

再計算を実施して掛金率の見直しを行う必要があります。その時に、新しい標準掛金率や特別

掛金率をお客さまにご報告していますが、これらの掛金率が変動するということは、他制度掛

金相当額も併せて変動することになります。 

Ｂ 課 長：よく勉強しているね。掛金率の算定において、昇給率や脱退率等の様々な基礎率を設定するけ

ど、他制度掛金相当額もこれらの基礎率に基づいて算定されることから、当該基礎率を見直す

ことで、他制度掛金相当額も変動することとなるね。 

Ａ さ ん：ありがとうございます。実はこの質問に関連してなのですが、前々から気になっていることが

ありまして……。 

Ｂ 課 長：どのようなことかな？ 

Ａ さ ん：はい、他制度掛金相当額が変動して、個人型確定拠出年金（以下、本文中「iDeCo」）の拠出

額が知らないうちに減額、もしくは拠出できなくなり、驚いてしまう iDeCo 加入者が出てく

るのではないかということです。当社でもDB制度が実施されていますが、先日、他制度掛金

相当額に関する案内を遅ればせながら確認し、そこで初めて具体的な額を知りました。私は

iDeCo にも加入しているのですが、案内された額であれば幸い、現在拠出している iDeCo の

掛金額を減額させる必要はないということが分かりました。しかし、前回にもご説明いただい

た通り、iDeCo には経過措置がないため、他制度掛金相当額が変動することによって、急に

iDeCoの掛金が拠出できなくなり、驚いてしまうということも起こりえるのかなと……。 

Ｂ 課 長：なるほど、Aさんの懸念はもっともだね。 

Ａ さ ん：私は事業主からの案内で他制度掛金相当額を知ることが出来ましたが、一般にDB制度の加入

者はどのようにして他制度掛金相当額を知ることになるのでしょうか。 

Ｂ 課 長：基本的には、Aさんのように事業主からの周知によって知ることになるよ。その方法としては

事業主ごとにやりやすい方法を選択していただければ良いと思うけど、例えば、一年に一度加

入者に対して周知するDB制度の業務概況に記載するといった方法が考えられるだろうね。特

に財政再計算等によって他制度掛金相当額が変動し、iDeCoの拠出限度額も変わるときは、業

務概況に載せるだけでなく、全社的に加入者に伝えていただくことが望ましいと言えるよ。 

Ａ さ ん：その通りですね。私も財政再計算の説明を行う際には、他制度掛金相当額についても丁寧にご

案内するように努めていきたいと思います。 

Ｂ 課 長：良い心がけだね。併せて、もう一つ、お客さまに伝えてほしいことを、レクチャーしよう。 

Ａ さ ん：ありがとうございます。 

Ｂ 課 長：まず、当社ではDB制度の運営状況に関する報告を毎年、加入者向けに冊子を配って案内して

いるけれど、Aさんはその報告書をこれまでにも読んだことがあったのかな？ 

Ａ さ ん：お恥ずかしいのですが、真剣に読んだことはなかったと思います。他制度掛金相当額が導入さ
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れると知るまでは、DB制度についてあまり興味を持ったことがなかったですね。 

Ｂ 課 長：おそらくAさんだけでなく、他の多くの加入者も似たような状況だろうね。自分の勤めている

会社にDB制度があるということは知っていても、どのような運営がなされているかについて

は知らないことが圧倒的に多いだろうね。しかし、他制度掛金相当額の導入により、特にAさ

んのように iDeCoに加入している人は、掛金の水準に敏感になることが予想されるよ。 

Ａ さ ん：そうですね。今後、話題になることも増えると予想します。 

Ｂ 課 長：ここで、例えば、事業主が運用環境を踏まえ、運用リスクを低下させるために、運用資産のポ

ートフォリオを株式から債券中心のものに見直し、併せてDB制度の予定利率の引下げを検討

するとしよう。この話を聞いたとき、Aさんはどう思うかな？ 

Ａ さ ん：リスクの低い運用を行い、予定利率を引き下げれば、DB 制度が積立不足に陥るリスクを低減

できますね。加入者にとって、安心できることだと思います。 

Ｂ 課 長：そうだね。ただ、予定利率の引下げにより、積立金の運用収益を低く見積もることになるから、

標準掛金と併せて他制度掛金相当額も上昇することとなるね。それはすなわち、iDeCoの拠出

額に影響が及ぶことにもなるのだよ。 

Ａ さ ん：なるほど。であれば、予定利率の引下げには賛同できないかもしれません。 

Ｂ 課 長：Aさんの反応は自然なものだと思うよ。ただ、例えば逆に、事業主がハイリスクな運用を志向

し、予定利率を引き上げることとした場合、他制度掛金相当額は小さくなるけど、運用環境の

悪化時にはDB制度に大きな積立不足を抱えるリスクを増やすことにもなってしまう。他制度

掛金相当額が小さくなることだけに着目して、この変更に賛同することも望ましいとは言えな

いね。 

Ａ さ ん：考慮しなければならないことが多いですね。難しいです……。 

Ｂ 課 長：少し混乱させてしまったかな？今後、事業主が iDeCo 加入者に配慮して、他制度掛金相当額

の水準について受託機関に相談するということも考えられるけれど、「確定拠出年金における他

制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定方法について（通知）（令和３年９月１日 年企発第

０９０１第２号）」の「確定拠出年金における他制度掛金相当額・共済掛金相当額Ｑ＆Ａ 番号

１０」においては、「標準掛金の計算に用いる基礎率は、もっぱら各確定給付企業年金の実績及

び予測（予定利率については積立金の運用収益の長期の予測）に基づき適正かつ合理的に定め

るものであり、他制度掛金相当額を調整することを目的として基礎率の設定方法を変更するこ

とは認められない」との見解が示されており、このことはお客さまに伝えなければならないね。

そして、DB 制度の運営にあたって、事業主はこれまで以上に自社の DB 制度の運営状況をつ

ぶさに加入者に伝え、労使間で活発に意見交換することが求められると言えるよ。加入者に対

して他制度掛金相当額を説明するだけでなく、労使間でしっかりと議論していただくことが必

要だね。 

Ａ さ ん：私たちもそのお手伝いをしていきたいですね。これからも日々勉強に励み、お客さまに分かり

やすい情報提供に努めていきたいと思います。 

Ｂ 課 長：頼もしいね。期待しているよ。 

（信託年金営業部 コンサルティング室 数理グループ  堀池 譲立） 
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